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令和６年度事業報告（抜粋） 

 

令和６年度においては、令和６年度事業計画に基づき、令和５年１１月の国土交通省の行

政指導等を踏まえ、組織としてのガバナンス体制を強化することを常に念頭に置きながら、

以下のとおり事業を実施した。 

 

１．責任保険又は責任共済からの支払いに係る紛争の調停事業 

～紛争処理業務の概要～ 

 

本機構は、公正中立な第三者機関である指定紛争処理機関として、自動車損害賠償責任保

険又は自動車損害賠償責任共済からの支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決による自動車

事故被害者の保護を図るため、専門的識見を有する弁護士、医師、学識経験者等で構成され

る紛争処理委員会において、紛争の当事者からの申請に基づき、当該紛争事案を審査し、調

停を行っている。 

 

令和６年度において、紛争処理申請受付件数は７１１件であり、前年度（７４４件）に比

べ３３件、４．４％減少し、前年度申請受付分を含めた受理件数は６９１件であり、前年度

（７４７件）に比べ５６件、７．５％減少した。 

紛争処理委員会の開催回数は１９９回であり、前年度（２１５回）に比べ１６回減少し、

審査件数は６７６件であり、前年度（７７０件）に比べ９４件、１２．２％減少した。 

審査事案のうち認定内容に変更があった事案は、有無責等及び後遺障害を合わせて７２件、

変更率は１０．７％であり、前年度（変更件数６７件、変更率８．７％）に比べ、変更件数

は５件増加、変更率は２．０ポイント上昇した。 

 

（１）紛争処理申請の処理状況及び紛争処理委員会の開催等 

 

① 受付状況 

申請書 

受付件数（注 1） 

受理・不受理等（注 2） 

受 理 不受理等 点検中 

７１１ ６９１（５１） ２５（２） ４８（０） 

（注１）電子申請の受付１９件を含む。 

（注２）（  ）は前年度受付分の件数 

 

② 処理状況 

審査件数 打切り等 計 

６７６ ４ ６８０ 
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③ 有無責等・後遺障害別変更件数等 

審査件数 有無責等 後遺障害 変更合計 変更率 

６７６ ２ ７０ ７２ １０．７％ 

 

④ 紛争処理委員会の開催回数及び審査件数等 

開催回数 審査件数 延べ委員数 １委員会平均 

１９９回 ６７６件 １，０３６人 ５.２１人 

 

（２）紛争処理委員総会等における紛争処理業務の課題整理 

 

① 「紛争処理委員総会」、「紛争処理主任会議」及び「紛争処理業務のあり方等検討会」

を開催し、これら会議体において紛争処理業務全般の課題を整理することによって、

紛争処理業務をより円滑かつ適正に実施するための取組を推進した。 

 

② 「紛争処理委員総会」、「紛争処理主任会議」及び「紛争処理業務のあり方等検討会」

の目的及び運営要領等を明確にし、これら会議体の機能を強化した。 

 

（３）本部・支部職員間の意見交換等による紛争処理業務の品質の維持・向上 

 

本部・支部職員間の人的交流を推進し、情報交換、意見交換等を行うことにより、紛

争処理業務の品質の維持・向上を図った。 

 

① 本部職員が大阪支部に赴き、業務情報交換や日常業務に関する意見交換、紛争処理

事案の点検、紛争処理委員会出席等を行った。 

 

  ② 大阪支部職員が本部に赴き、調停事業のシステム基盤について、運用上の利便性の

更なる向上を図るための意見交換、また、人財育成に向けた取組や業務ノウハウの共

有に向けた取組に関する意見交換を行った。 

 

（４）システム整備の検討 

令和４年１０月に開始した電子的手段による紛争処理申請について、申請者等の利便

性の更なる向上を図るため、令和７年度内の稼働を目指してシステム改良の検討を進め

た。 
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（５）自賠責未提出資料の取扱いの運用改善 

 

令和５年８月から、紛争処理において、申請者が自賠責保険会社・共済組合への請求

時に提出していない新たな資料（以下「自賠責未提出資料」という。）を本機構に提出

したときは、当該資料を受け付けるように運用改善（以下「運用改善」という。）を行

ったが、令和５年１１月の国土交通省の行政指導等を踏まえ、令和６年度においても引

き続き運用改善を適切に実施し、かつ、更なる徹底を目指して次の施策も実施した。 

 

① 理事長による情報発信 

 

・ ホームページを用いた情報発信 

運用改善を更に対外的に周知すべく、令和６年４月１５日にホームページにおい

て理事長のメッセージを掲載した。 

 

・ 専門紙を用いた情報発信 

運用改善に関し本機構が目指す姿について、令和６年５月２１日の保険毎日新聞

において、理事長のインタビュー記事を掲載した。 

 

② 関係機関への周知等 

運用改善について、日本弁護士連合会及び公益財団法人日弁連交通事故相談センタ

ーに再度周知するとともに関係者への再度周知を依頼し、また、日本司法書士会連合

会及び日本行政書士会連合会に周知するとともに関係者への周知を依頼した。 

 

③ パンフレットの改訂及び配布 

令和６年９月にパンフレット「事業の概要と紛争処理申請のご案内」（主に自動車

事故被害者等が紛争処理申請時に使用するもの）を紛争処理において自賠責未提出資

料を受け付ける旨を記載したものに改訂し、自賠責保険会社（１２社）、自賠責共済

組合（４団体）、自賠責関係団体、地方公共団体、主務官庁等に配布した。 

 

④ 不利益者救済のための相談受付の継続 

過去の紛争処理において自賠責未提出資料の取扱いについて不利益を受けた申請者

を救済するため、令和５年９月末に不利益を受けた可能性のある申請者を対象とした

相談窓口を設置し、相談の受付を継続している。なお、令和７年４月から本相談窓口

を常設の問合せ窓口に統合することとした。 
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（６）紛争処理業務の実績推移 

 

   別添ファイル「紛争処理業務等の実績データ」のとおり。 

 

（７）紛争処理日数 

 

紛争処理申請を受け付けてから、調停結果通知に至るまでの一連の事務処理を迅速に

行うことに努めている。 

紛争処理事案の平均処理日数は、新型コロナウイルス感染症の拡大期であった令和２

年度からは百日を超えて推移していたが（各年度：１０３日～１１０日程度）、令和６

年度の平均処理日数は８７．２日と前年度（１１０．２日）に比べ２３日短期化した。 

 

２．自動車事故被害者等からの相談等を目的とする事業 

～相談等業務の概要～ 

 

令和６年度の相談等受付件数は、３，９１９件であり、前年度（３，３３９件）に比べ 

５８０件、１７．４％増加した。 

 

（１）令和６年度 相談等の受付状況 

 

相談等内容 受付件数 

本機構に対する一般的な相談 １９５ 

紛争処理申請等に係る相談 ４０５ 

保険金請求等に係る相談 ３,３０１ 

保険会社等に対する苦情 １８ 

合 計 ３,９１９ 

 

（２）相談等受付件数の推移 

 

別添ファイル「紛争処理業務等の実績データ」のとおり。 

 

（３）今後の相談等業務のあり方の検討 

 

関係機関と今後の相談等業務についての意見交換を行った。 
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３．業務運営体制の整備 

 

（１）「ガバナンス改革」の推進 

 

① 役員及び評議員間の情報共有・連携 

本機構の運営の根幹にかかわる重要な情報について、役員及び評議員間において速

やかに共有し、連携を図った。 

 

  ② 理事会の決議事項の整理 

理事会が決議しなければならない「重要な業務執行」となる事項の考え方を整理し、

理事会において理事・監事間で共有した。 

 

  ③ 内部統制体制の整備に向けた取組 

発生し得るリスクの洗い出し及び分類を行い、令和６年１２月にリスク管理に係る

規程を制定・施行した上でリスク管理体制の確立及び適切なリスク管理に向けた具体

的な取組を開始した。 

 

  ④ 内部通報体制の整備に向けた取組 

本機構内で法令違反行為等（ハラスメントを含む。）が発生した場合に備え、監事

等と協議の上で内部通報体制の骨子を作成し、令和７年４月から必要な規程を制定・

施行した上でこの内部通報体制の運用を開始することとした。 

 

（２）「組織風土改革」の推進 

 

① 組織の一体感の醸成に向けた取組 

全職員と意見交換を行った上で、役職員が共有・維持・遵守しなければならない本

機構の「基本理念」及び「役職員の行動規範」を令和６年１２月に制定・施行し、 

１２月１０日にホームページにおいて公表した。 

 

  ② 組織内の風通しを良くするための取組 

役職員間の課題共有、また、組織内の適時かつ適切な情報の伝達・共有による各部

署間及び職員間の連携の推進を継続的に実施した。 

 

③ 人事制度の見直し 

全職員と意見交換を行った上で人事制度見直しの骨子を作成し、令和７年３月にこ

の骨子に基づく新人事制度を制定し、併せて就業規則の改定等を行った上で令和７年

４月から運用を開始することとした。 
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（３）「業務プロセス改革」の推進 

 

① 属人的な業務運営の見直し 

担当職員間の業務ノウハウの共有・伝承及び職員の業務品質の維持・向上を推進し

た。 

 

  ② 紛争処理業務の過去実績の収集・活用 

「自賠責保険・共済紛争処理事例集」のリニューアル・発行再開に向けた取組等を

推進した。 

 

  ③ 組織内の電子化・ＩＴ化の推進 

    調停事業のシステム基盤について、運用上の利便性の更なる向上を図るための機能

改善、及び災害等のリスクに備えるためのセキュリティ強化対応を行った。また、業

務の効率化を図るため、業務システムの導入を推進した。 

 

（４）「人財の確保・育成」の推進 

 

① 人財の確保に向けた取組 

本機構が必要とする人財を採用するため、関係各方面へのアプローチを継続的に実

施した。 

 

  ② 人財の育成に向けた取組 

担当職員に求められる知識・能力、役職員間のＯＪＴによる育成義務、研修体系及

び組織的なサポート体制等を明確化し、各人がこれに沿って行動することによって、

組織内における「人を育てる風土」の醸成を図った。 

 

４．情報発信 

 

前述の理事長による情報発信（ホームページ及び専門紙を用いた情報発信）（３頁）、パン

フレットの改訂及び配布（３頁）、並びに本機構の「基本理念」及び「役職員の行動規範」

のホームページ公表（５頁）のほか、次の情報発信を行った。 

 

（１）専門紙を用いた情報発信 

 

令和６年７月２２日の保険毎日新聞において、理事長のインタビュー記事を掲載した。 
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（２）ホームページを用いた情報発信 

 

① 「同意書」改訂版の掲載（令和６年４月１日） 

「紛争処理申請書」添付書類である「同意書」を改訂したことから、「同意書」改

訂版とともにこの改訂の趣旨を掲載した。 

 

② 令和５年度事業報告（抜粋）及び決算書等の掲載（令和６年６月２８日） 

令和５年度事業報告（抜粋）及び決算書、並びに令和６年度事業計画（抜粋）及び

予算書を掲載した。 

 

  ③ 令和６年度上期事業報告（抜粋）の掲載（令和６年１２月１０日） 

 

以上 

 

 


